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「市川市事業者電気・ガス料⾦⾼騰対策⽀援⾦」 

給付額の拡充及び受付期間の延⻑について 
 
 

標記の事業につきましては、今般の電気料⾦及びガス料⾦の⾼騰の影響を受けた中⼩企業
者等を⽀援するため、事業⽤途の電気料⾦及びガス料⾦の上昇分として、⽀払額に応じた給付
区分により、⽀援⾦を給付しております。 

このたび、⼩規模事業者の事業継続に向けた⽀援の⼀層の充実を図るため、給付額の拡充
（給付対象の下限の引き下げ）を⾏い、併せて、新たに給付対象となる事業者に⼗分な準備
期間を確保するため、申請受付の期限を１か⽉延⻑することといたします。 

制度改正の内容は以下のとおりであり、２⽉15⽇（⽔）から適⽤いたします。 
 

（１） 給付額の拡充 
 令和４年４⽉分から令和４年８⽉分までの 

電気料⾦及びガス料⾦の⽀払額の合計 給付額 

【新設】 １５万円以上２０万円未満 の場合 ３万円 
 ２０万円以上５０万円未満 の場合 ５万円 
 ５０万円以上７５万円未満 の場合 １０万円 
 ７５万円以上          の場合 １５万円 

※給付対象となる電気・ガス料⾦⽀払合計額の下限を、 
対象⽉平均「４万円以上」から「３万円以上」に引き下げ。 

 

（２） 申請受付期間の延⻑ 

（現⾏）  （改正後） 
令和 5 年 2 ⽉ 28 ⽇（⽕）まで → 令和 5 年３⽉ 31 ⽇（⾦）まで 

 
以上 

 
 

（問い合わせ） 経済部 経済政策課統括課⻑ 湯本 明男  TEL 047-711-1140 


